
特定健診受診率向上のための取組
（福井県保険者協議会）

令和2年1月16日（木）
都道府県担当者ブロック会議（近畿ブロック）
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特定健診受診率向上に向けた取組①

〇今年度実施の保険者協議会専門部会（第1回：8月実施、第2

回：10月実施）において、各保険者の取組事例を共有

→各保険者の事業内容・方針等を共有し、意見交換を行った。

・意見交換にて各保険者から出た意見より、保険者横断的に取り組むべき事項を整理し、

後ほど紹介するクーポン事業等を共同して実施することとなった。
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特定健診受診率向上に向けた取組②

〇ポケットティッシュの製作・配布（約20,000個）

・構成保険者へ配布（約17,500個）

→各保険者は窓口にて配布するほか、各々が開催するイベントにて配布。

・県内の大規模イベントでの配布（約2,500個）

→県が主催する食の大規模イベント（嶺北・嶺南地域、各1か所）にて配布。
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特定健診受診率向上に向けた取組③

〇保険者協議会として福井新聞の広告コーナーに協賛し、

医療機関に在籍する医療専門職が特定健診受診の重要性を説明

するインタビュー記事を掲載（今年度は年5回掲載）

→来年度は地域情報誌の広告コーナーに協賛予定。
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特定健診受診率向上に向けた取組④

〇協会けんぽが実施するクーポン事業に、保険者協議会として、

県内での事業拡大に向けた働きかけを実施

→県内の保険者が参加する会議等で、参加を呼びかけ。

※「クーポン事業」：協会けんぽ福井支部が実施する事業で、特定健診早期受診者（10月

末日までの受診）に対して、協賛店で利用できるクーポンを配布す

るというもの。事業に参加する保険者は、4・5月頃の受診券発送時

に事業広報チラシ等を同封し、8・9月頃には未受診者あての勧奨を

実施。（特典内容についての費用は、協賛企業が負担）
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